
令和６年度米沢市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金に関する手続き【市】 
 

・補助金の交付は、このスケジュールで工事及び手続ができる人とします。 

・後でトラブルがないように工事業者と工期の確認を行ってください。 

・農地転用許可が必要な場合は、着工が遅れるケースもあるようです。 

 

 浄化槽補助金申込受付（令和６年４月１日～令和７年２月２１日）  

※予算に達した時点で終了とします。 

 建築確認及び浄化槽設置届  

 

 補助金交付申請書提出（令和７年２月２１日まで）  

     期限まで交付申請書を提出できなかった場合は辞退とみなし、補欠申込者に権利

の繰上げを行います。 

 

 交付決定通知（申請後１週間程度）  

 

 浄化槽工事着工  

     市が審査後に送付する交付決定通知書を受け取ってからの工事着工とします。 

 

 浄化槽工事完了  

 

 工事完了（実績）報告書提出  

工事完了後１か月以内または令和７年２月２８日のいずれか早い日まで提出して

ください。 

     期限まで工事完了（実績）報告書を提出できない場合は、辞退とみなします。 

 

 完成検査  

     下水道課の職員が浄化槽の確認に伺いますので、敷地内への立入りについてあら

かじめ御了承ください。申請者や施工業者の立会いは必要ありませんので、検査日

時の連絡は行いません。検査日時を事前に知りたい場合や検査に立ち会う場合は、

工事完了報告書提出の際にお申し出ください。 

 

 確定通知  

     ※交付決定後であっても、交付要件を満たしていない事実が発見された場合には、

交付取り消しとなりますのでご注意ください。 

 

 指定口座への補助金振込  

     確定通知後、３週間前後で振り込みます。なお、振込み開始時期は１１月下旬以

降となります。 

※関係機関との調整により、振込み開始時期が変更になる場合があります。 

 


